
後期高齢者医療制度
のお知らせ

後期高齢者医療制度
のお知らせ

７ 月に今年度の保険料額をお知らせします
平成26年度の保険料額については７月に個別にお知らせします。計算方法

は、広報なよろ４月号のほか、お知らせとともに同封するチラシをご覧くだ
さい。
後期高齢者医療制度は、被保険者の皆さまの保険料によって成り立ってい

ます。将来にわたって安心して医療を受けるための貴重な財源ですので、ご
協力をお願いします。
保険料の支払いは「年金からの支払い」と「口座振替」を選ぶことができ

ます。口座振替を希望する方はお問い合わせください。

保険証（被保険者証）が新しくなります
現在ご使用の保険証の有効期限が７月31日で満了になるため、８月以降は

使用できなくなります。７月中に新しい保険証（有効期限が平成27年７月31
日）を簡易書留郵便で送付しますので、お手元に届きしだい、お持ちのピン
ク色の保険証を破棄して、黄緑色の保険証をご使用ください。

減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります
現在ご使用の減額認定証の有効期限が７月31日で満了になるため、８月以

降は使用できなくなります。（有効期限は保険証と同じです）
引き続き交付対象に該当する方は、７月中に保険証とともに減額認定証を

交付しますので、８月１日からは、お持ちの水色の減額認定証を破棄し、黄
色の同証をご使用ください。また新たに必要となる方は申請手続きをしてく
ださい｡

医療費通知を希望する方へ
被保険者の皆さまに健康や医療に対する理解を深めていただくために、発

行を希望する方に医療費を半年ごとにまとめた医療費通知を送付しています。
次回は、９月（平成26年１月～６月の医療費を対象）に発行します。新た

に発行を希望する方は、ご連絡ください。

問い合わせ
北海道後期高齢者医療広域連合 ０１１－２９０－５６０１
市民課国保高齢医療係（名寄庁舎１階） ０１６５４③２１１１（内線３１１８）

区分Ⅰ
区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税

・世帯全員の所得が０円の方

・老齢福祉年金を受給している方

世帯全員が住民税非課税で次のいずれかに該当

（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）

交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

▼新しい保険証(黄緑色）

▲新しい減額認定証(黄色）
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